
養

成

施

設

の

設

置

者

養
成
業
務
の
名
称

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

財
団
法
人
全
国
建
設
研
修
セ
ン

タ
ー

東
京
都
小
平
市
喜
平
町
二
丁
目
一
番
二
号

測
量
に
関
す
る
専
門
の
知
識

及
び
技
能
の
講
習

名

称

住

所

試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の

所
在
地

試
験
事
務
の
開
始
の
日

財
団
法
人
気
象
業
務

支
援
セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
神
田

錦
町
三
丁
目
十
七
番
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町

三
丁
目
十
七
番
地

平
成
六
年
五
月
十
八
日

（
公
示
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
講
習
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
講
習
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

講

習

を

実

施

す

る

者

講

習

の

種

類

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

財
団
法
人
日
本
船

舶
職
員
養
成
協
会

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
五
番

地

二
級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

三

級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

財
団
法
人
尾
道
海

技
学
院

広
島
県
尾
道
市
栗
原
東
二
丁
目
十
八

番
四
十
三
号

二
級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

三

級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

社
団
法
人
中
国
船

舶
職
員
養
成
協
会

広
島
県
広
島
市
南
区
元
宇
品
町
四
十

一
番
十
八
号

二
級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

三

級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

財
団
法
人
関
門
海

技
協
会

山
口
県
下
関
市
東
大
和
町
二
丁
目
三

番
二
十
五
号

二
級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

三

級
海
技
士
（
通
信
）
電
子
通
信
移
行
講
習

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成˜š年š月š—日 金曜日 (号外第�š号)官 報

第
三
条
第
三
項
を
削
る
。

（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
測
量
に
関
す
る
専
門
の
養
成
施
設
の
指
定
）

第
九
条
の
二

法
第
五
十
条
第
三
号
及
び
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
文
教
研
修
施
設
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
が
設
置
す
る
学
校
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者
が
設
置
す
る
養
成
施
設
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
測
量
に
関
す
る
専
門
の
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
者
を
養
成
す
る
業
務
（
以
下
「
養
成
業
務
」
と

い
う
。）の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
養
成
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
養
成
業
務
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
養
成
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

三

養
成
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
養
成
業
務
が
不
公
正

に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

２

前
項
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
設
置
す
る
養
成
施
設
と
し
て
法
第
五
十
条
第
三
号
及
び
法

第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
の
設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び

に
養
成
業
務
の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
気
象
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

気
象
業
務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
示
）

第
三
十
二
条

指
定
試
験
機
関
の
名
称
及
び
住
所
、
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
試
験
事
務
の
開
始

の
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
二
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
公
示（
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
廃
止
の
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。）、

法
第
二
十
四
条
の
十
六
第
三
項
の
公
示
（
指
定
の
取
消
し
に
係
る
も
の
を
除
く
。）及
び
法
第
二
十
四
条
の
十
七
第

二
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

第
四
十
五
条
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
に
、「
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
二
十
四
条
の
十
五
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
十
六
第
三
項
並
び
に
第
二
十
四
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
法
第
二
十

四
条
の
十
五
第
二
項
の
公
示
（
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
廃
止
の
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。）、
法
第
二
十
四

条
の
十
六
第
三
項
の
公
示
（
指
定
の
取
消
し
に
係
る
も
の
を
除
く
。）及
び
法
第
二
十
四
条
の
十
七
第
二
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
を

実
施
す
る
た
め
、
船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
経
過
措
置
に
関

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

（
指
定
の
基
準
）

第
一
条

船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
実
施
す
る
講
習
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
講
習
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
講
習
事
務

の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
講
習
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的

能
力
が
あ
る
こ
と
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
七
十
四
号

浄
化
槽
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第

六
条
第
一
項（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）及
び
同
条
第
七
項
並
び
に
第
六
十
八
条
の
十
一
第
一
項
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
及
び
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

建
築
基
準
法
施
行
規
則
及
び
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
–
の
項
中
「
屎し

尿
浄
化
槽
」
の
下
に
「
又
は
合
併
処
理
浄
化
槽
」
を
加
え
、
同
条
第

四
項
の
表
b

の
項
中
「
受
け
た
も
の
」
の
下
に
「
又
は
合
併
処
理
浄
化
槽
で
令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

た
も
の
」
を
、「
認
定
書
の
写
し
」
の
下
に
「
又
は
令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
認
定
書
の
写
し
」を
加
え
、

同
条
第
五
項
の
表
一
`

の
項
中
「
屎し

尿
浄
化
槽
」
の
下
に
「
又
は
合
併
処
理
浄
化
槽
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
第
八
号
中
「
屎し

尿
浄
化
槽
」
の
下
に
「
若
し
く
は
合
併
処
理
浄
化
槽
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
五
の
四
第
一
号
中
「
及
び
屎し

尿
浄
化
槽
」
を
「
、
屎し

尿
浄
化
槽
及
び
合
併
処
理
浄
化
槽
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
十
条
の
五
の
九
、
第
十
条
の
五
の
十
四
関
係
）
c

の
項
中
「
屎し

尿
浄
化
槽
」
の
下
に
「
又
は
合
併

処
理
浄
化
槽
」
を
加
え
る
。
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